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議案第１３９号

平成２７年度福岡市国民健康保険事業特別会計予算の補正に関する専決処分について

　保険給付費の額の増加に伴い予算の補正をする必要があったので，平成２７年度福岡市国民

健康保険事業特別会計予算を補正することについて，地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り平成２８年３月３１日次のように専決処分した。

平成２７年度福岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

　平成２７年度福岡市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第３号）は，次に定めるとこ

ろによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６３,０００千円を追加し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１７０,１４４,４９６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

⑴ 国民健康保険料

千円

３０,３５６,２２５
千円

３６３,０００
千円

３０,７１９,２２５

１．国民健康保険料 ３０,３５６,２２５ ３６３,０００ ３０,７１９,２２５

歳　　　入　　　合　　　計 １６９,７８１,４９６ ３６３,０００ １７０,１４４,４９６
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　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

⑵ 保 険 給 付 費

千円

９６,１４８,１００
千円

３６３,０００
千円

９６,５１１,１００

１．法 定 給 付 費 ９６,１４８,１００ ３６３,０００ ９６,５１１,１００

歳　　　出　　　合　　　計 １６９,７８１,４９６ ３６３,０００ １７０,１４４,４９６

　上記について地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求める。

平成２８年６月１４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎


